
津幡町告示第３９号 

津幡町住宅浸水対策補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和８年３月３０日 

 

                          石川県津幡町長 矢 田 富 郎   

 

津幡町住宅浸水対策補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、豪雨、洪水又は内水等に起因する住宅の浸水被害を未然に防止又は軽減し、

町民の生命及び財産の保護を図るため、町内において実施される住宅の浸水対策工事等に要す

る経費の一部に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津幡町補助金交付規則

（昭和４３年津幡町規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定

めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 住宅 一戸建ての住宅又は併用住宅（延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するものに

限る。）その他町長が適当と認める用途に供する建物をいう。 

⑵ 宅地 住宅の敷地となっている土地又は住宅等の敷地とする予定の土地をいう。 

⑶ 浸水対策工事等 浸水被害の防止又は軽減を目的として実施する工事並びに設備の購入及

び設置をいう。 

⑷ 補助対象経費 浸水対策工事等の実施に直接要する経費をいう。 

（補助対象区域） 

第３条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当する区域内に所在するものとする。 

⑴ 水防法（昭和２４年法律第１９３号）に基づく浸水想定区域 

⑵ 過去に浸水被害が発生した区域 

⑶ その他町長が防災上必要と認める区域 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、住宅において実施する浸水対策工事等であって、次に

掲げるものとする。 



⑴ 止水板、防水パネル及び防水シャッター等の購入又は設置 

⑵ 宅地のかさ上げ工事（ただし、かさ上げ後の地盤面が、その接する道路から５０センチメ

ートル以上の高さとなる場合に限る。） 

⑶ その他浸水被害の軽減に資する工事と町長が認める浸水対策 

２ 前項の事業は、町長の交付決定後に着手するものとする。ただし、やむを得ない理由がある

と町長が認めた場合は、この限りでない。 

３ 次に掲げるものは補助対象としない。 

⑴ 維持管理費及び修繕費 

⑵ 他の制度により補助対象となる経費 

⑶ 補助対象事業と直接関係のない経費 

⑷ その他町長が適当でないと認めるもの 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 当該宅地に現に存する住宅を所有し、又は借り受けている者で、浸水対策事業が完了した

後も引き続き当該住宅を所有し、又は借り受ける者 

⑵ 浸水対策事業が完了した後１年以内に当該宅地において住宅の新築に着工する者 

２ 前項の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は補助対象としない。 

⑴ 町税等を滞納している者による申請の場合 

⑵ 暴力団又は暴力団員と関係を有する者による申請の場合 

⑶ 過去に本補助金の交付を受けている者 

（補助対象経費） 

第６条 補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接要する工事費、設備購入費及び設

置費とし、消費税及び地方消費税を含むものとする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、１宅地につき５０万円を限度とする。 

２ 算定した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、規則に定める補助

金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書 



⑵ 見積書の写し 

⑶ 位置図及び現況写真 

⑷ 住宅又は宅地の所有者であることを証する書類 

⑸ 個人情報の取得に関する承諾書 

⑹ その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 町長は、前条の申請内容を審査し、必要に応じて現地確認を行い、適当と認めたときは

補助金の交付を決定し、規則に定める補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとす

る。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができるものとする。 

（変更等の承認） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

事業内容の変更、経費の増減、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ規則に定める

補助事業（変更・中止・廃止）承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了の日から３０日以内又は当該年度の

３月３１日のいずれか早い日までに、規則に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添

えて、町長に提出しなければならない。 

⑴ 契約書又は請書の写し 

⑵ 領収書の写し 

⑶ 施工状況及び完了後の写真 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第１２条 町長は、前条の実績報告を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、規則に

定める補助金確定通知書により通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 前条の確定通知を受けた交付決定者は、規則に定める補助金請求書を町長に提出する

ものとする。 

２ 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１４条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の



注意をもって適正に管理しなければならない。 

２ 補助事業完了後５年以内に当該財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受

けなければならない。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１５条 町長は、虚偽申請その他不正な行為があったとき、又はこの要綱若しくは交付決定条

件に違反したときは、規則の定めるところにより交付決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

２ 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付している

ときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（関係書類の保存） 

第１６条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


